
自分宛てに注文した覚えのない海

産物が届き、家族が受け取ってしまっ

た。代金を支払う必要はあるか。

【事例２】

こんにちは！ 岡山市消費生活センターです！
紅葉の美しい季節となってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか？ 今月は送り付け商法について
の情報をお届けします。身に覚えのない荷物が届いたときの対処法をご紹介します。

※消費者庁イラスト集より

ピチピチ 消費生活だより
令和５年１１月号

「おかしいな 」「困ったな」と感じたら、気軽にご相談ください。

岡山市消費生活センター
相談専用 ：☎ （０８６）８０３－１１０９

（消費者ホットライン１８８も可）

受付時間 ：月～金曜日 ９時～１６時
（祝日・年末年始除く）

消費生活相談
フォームによる
ご相談は
こちらから→

【事例1】

宛先に自分の名前と住所が記載さ

れた身に覚えのない荷物が、ポスト

に入っていた。送り主は海外の業者

のようだが、どうしたらよいか？
【ひとことアドバイス】

★まずは、以下の２点についてご自身、ご家族も含めて
確認しましょう。
・贈答品などの可能性はないか。
・インターネットショッピングで注文したにもかかわら
ず、届いていない商品などはないか。

★一方的に送りつけられた商品を受け取ってしまったり
開封した場合でも、代金を支払う義務はありません。

★事業者から請求されても応じないようにしましょう。

★法律上は、商品を直ちに処分できますが、一定期間
保管することが望ましいです。

★困ったこと、不安なことがあれば、消費生活センター
にご相談ください。

送りつけ商法
（ネガティブ・オプション）

に注意！


